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 平成２８年３月３１日 

                  呉市長 小 村 和 年 

呉市条例第５０号 

呉市税条例及び呉市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 （呉市税条例の一部改正） 

第１条 呉市税条例（昭和２５年呉市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

第３９条中「独立行政法人労働者健康福祉機構」を「独立行政法人労働者健康

安全機構」に改める。 

  第５３条の６第５号中「費用」の次に「及び令附則第１２条第３６項に規定す

る補助金等」を加える。 

 （呉市都市計画税条例の一部改正） 

第２条 呉市都市計画税条例（昭和３２年呉市条例第３号）の一部を次のように改

正する。 

第２条第２項中「第１２項まで」の次に「，第２２項」を加え，「又は第３０

項から第３３項まで」を「から第３１項まで，第３３項又は第３４項」に改める。 

附則第２条から第６条まで及び第８条中「第２０項」を「第１９項」に改める。 

附則第１２条中「若しくは第４２項」を「，第４２項若しくは第４５項」に，

「第３０項から第３３項まで」を「第３４項」に改める。    

   付 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は，平成２８年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 第 1 条の規定による改正後の呉市税条例（以下「新市税条例」という。）

の規定中固定資産税に関する部分は，平成２８年度以後の年度分の固定資産税に

ついて適用し，平成２７年度分までの固定資産税については，なお従前の例によ

る。 

２ 新市税条例第５３条の６第５号の規定は，平成２８年４月１日以後に改修され

る地方税法等の一部を改正する等の法律（平成２８年法律第１３号）第１条の規

定による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第１５条の９第９

項に規定する熱損失防止改修住宅又は同条第１０項に規定する区分所有に係る家

屋に対して課する平成２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

 （都市計画税に関する経過措置） 

第３条 第２条の規定による改正後の呉市都市計画税条例の規定は，平成２８年度

以後の年度分の都市計画税について適用し，平成２７年度分までの都市計画税に

ついては，なお従前の例による。 


